
R7 「中学校生活の心得」に関連する見直しについて 

 

（１）登校～教室 

  ④学習に不要なものは持ってこない 

《 従 来 》 

 校内で日焼け止めの使用を希望する場合は、保護者が担任に申し出た上で、保健室で

のみ使用することができる。 

 

《 変更後 》 

 日焼け止めを校内で使用する場合は、体育の授業など室外での授業前のみ、更衣場所

で使用することができる。但し、２分前行動に遅れることがないようにする。更衣場所

以外での使用は認めない。 

 

 

 

  ④学習に不要なものは持ってこない 

《 従 来 》 

 校内で汗拭きシートの使用は認めない。 

 

《 変更後 》 

 校内で汗拭きシートを使用する場合は、周囲の状況に十分に配慮して使用する。更衣

場所やトイレ等、プライベート空間で使用する。使用した汗拭きシートは必ずゴミ箱に

入れる。無香料のものに限り、他者とのやり取りは一切禁止する 

 

 

 

⒉ 特に注意してほしいきまりについて 

【 頭 髪 】 

 

《 従 来 》 

女子のお団子は認めない。 

 

《 変更後 》 

 女子のお団子を認める。但し、ヘアゴムを使用し耳より上でまとめる。飾りのついた

ヘアゴムや髪飾り等の使用は認めない。 


